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――心理職の国家資格化が長年求めら
れてきた中，今国会でようやく法案が
成立しました。「公認心理師」の誕生
によって国民にどのようなメリットが
もたらされるでしょうか。
村瀬　公認心理師を名乗る心理職者の
質が保証されるという意義は大きいと
思います。カウンセラーや心理士と名
の付く職業は現在もたくさんあります
が，全て民間資格です。利用者が心理
的な支援を受けたいと考えたときに，
どこへ相談に行くべきか判断に迷う
ケースもあると思うのです。国家資格
として一定のレベルに達していると保
証されることは，利用者の皆さんにと
って安心感につながるのではないでし
ょうか。
――心理職の方たちにとっても，待遇
面などで変化が期待できるのではない
ですか。
村瀬　それは確かにあると思います。
非常に優秀で，責任感を持って仕事を
している人であっても，これまでは国
家資格ではなかったために，待遇的に
不遇な部分がありました。心理職の位
置付けがあいまいで，組織体系の中に
組み込みにくい事情があったわけで
す。そうした部分が今後是正されるで
あろうことは喜ばしいです。ただ，国

家資格化はあくまでもスタートにすぎ
ません。

心理職が一丸となって
全体の質向上を図る

村瀬　名称独占の資格は，いわば，あ
る領域で仕事をするための JISマーク
（註），もしくは入場券のようなもので
す。時代の変化がめまぐるしい中で，
支援を求められる問題の要因は多次元
に及び，複合した難しいものになって
います。一人ひとりの質の向上だけで
なく，心理職全体が今後何を積み重ね
ていけるかも問われています。
　また，心理職の資格というのは，身
につけている知識や技法以外に，本人
の人間性や社会性も職務の根幹を支え
ている要素です。人々は，私たちが単
にカウンセラーや心理士の資格という
「肩書」を持っているから，私たちを
信頼し，心の傷や悩みを話してくださ
るわけではありませんよね。資格を取
得したことに慢心せず，謙虚な姿勢で
信頼に足る存在であるよう努める必要
があります。
――カリキュラムの検討や試験機関の
選出など，今後議論すべきことも多い
と思います。

村瀬　法律は大枠を規定するものでし
かないので，その大枠に沿って内容を
どれだけ充実させ，活用していくかが
重要です。
　心理学の分野は非常に幅が広く，こ
れまで基礎系と応用系とがある程度独
立していました。ですが，それぞれが
自分たちのことだけを考えていては，
質を保証するための具体的なカリキュ
ラムを決めていくことは難しくなりま
す。今回の法案は心理学の領域だけで
なく，いろいろな方面の方からの理解
とご尽力があったからこそ成立まで結
び付きました。そうした期待に応える
ためにも，心理職が一致団結してそれ
ぞれの長所を出し合い，全体の底上げ
を図っていきたいと思います。
――法律の成立をめざす中で，全員が
同じ方向を向くために先生が心掛けて
いたのはどのようなことでしょうか。
村瀬　専門職としての自分の立場に基
づいた意見を持つと同時に，物事を相
対化して考える視点を持つこと，さら
にこの法律は「心理職が社会に役立つ
存在になるためのものだ」という本質
的な目的を考えることです。これらの
バランスをうまく取ることができれ
ば，100点とまではいかなくても物事
は随分進みやすくなる。先を見通し，
“今，そしてこれから本当に必要なの
は何か”を考えていくことで，協調点
は自ずと見つかるはずなのです。

心理職の“コア”とは

――心理職の方の活躍の場は，今後さ
らに広がっていくと予想されます。現
時点ではどのような領域での活動が多
いのですか。
村瀬　臨床心理士に関して言えば，医
療・保健，教育，福祉，司法・矯正，
産業が主な 5領域と言われていて，そ
の中で医療と教育に従事する方がそれ
ぞれ 2割強といったところです。領域

によらない共通部分はあるものの，領
域に応じて求められる特性にはかなり
の違いがあり，それぞれの専門性も高
まっているため，会得しなければなら
ない知識の量はますます増えています。
――心理療法を例にみても，その数は
昔と比べて増えていますね。
村瀬　はい。心理療法に関する文献も
たくさん出版されていて，何を選べば
いいのか困ってしまうほどです。
　ただ，私は学んだものをそのまま取
り入れたり，一つの方法にこだわりす
ぎたりしていては，現実の問題に対応
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　心理職は，医療機関の精神・神経科，小児科をはじめとしたほぼ全ての診療科，産
業領域のメンタルヘルス，司法・矯正領域での犯罪・非行からの立ち直りや家族問題
への支援，教育領域におけるスクールカウンセラー，福祉領域における社会的養護児
童や高齢者への支援など，さまざまな分野で活躍する。これまでは全て民間資格であ
ったが，社会からのニーズの高まりに応え一定の質が確保された心理職の安定した供
給を図るため，心理職初の国家資格を設ける「公認心理師法」が，2015年 9月の通常
国会において衆参両院で全会一致によって成立した。
　公認心理師の誕生により，心理職の活躍の場はさらに広がっていくことが期待され
る。今後心理職が果たしていくべき役割とは何か。対人援助を担う存在としてどう在
るべきなのか――。本紙では，日本臨床心理士会会長，日本心理研修センター理事長
を務め，長年心理職として活躍してきた村瀬嘉代子氏に，その考えを聞いた。
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●むらせ・かよこ氏
1959年奈良女子大文学部卒後，家庭裁判所
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れた心理臨床』『心理療法の基本（完全版）』（い
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「公認心理師法」の成立を受け，今思うこと「公認心理師法」の成立を受け，今思うこと



（2）　　2015年11月30日（月曜日） 週刊　医学界新聞 　　第3152号

（1面よりつづく）

するには不十分だと考えています。問
題を抱えている人というのは，社会的
にも，経済的にも，人間関係的にも恵
まれず，多くの場合，リソースが非常
に乏しい人ですよね。生き難さの要因
として多次元にわたる困難を抱えて疲
弊している人に，「これが最新の方法
です」「この方法は高いエビデンスが
あります」と言って，単純にその方法
を適用しても必ずしもうまく運ぶとは
限りません。
――一人ひとりに合った方法を，その
都度考えていく必要がある，と。
村瀬　その通りです。理論というのは
基本的に，論理的に整理されています
が，臨床現場で遭遇する問題はより多
元的で複雑です。もちろん，学ぶこと
や新しいものを取り入れていくことは
重要ですが，どのような人であればそ
の理論や技法を実際に適用できるのか
という点は，対人援助を行う者として
常に意識すべきです。
　そして私たちは今，もっと大きな視
点に立って心理学という学問の在り方
について考えていくべきだと思うので
す。社会に貢献するという観点から，
心理職の“コア”について心理職全体
で再考していかなければなりません。
――先生ご自身は，心理職のコアとな
る専門性とは何だとお考えですか。
村瀬　今何が起きているのか，それは
どのような因果関係から生じているの
か，問題の性質を全体的視野でとらえ
ると同時に，中でも何が一番焦眉の問
題点かをアセスメントすることです。
そして今後の見通しを持って，自分の
立場と役割を認識する。ケース・マネ
ジメントのセンスが求められると言え
るかもしれません。その上で，問題解
決に必要な手立てを考え，行動に移す
知識と思考力，技法と行動力が求めら
れます。

問題の多次元化により高まる
チーム連携の必要性

――そうした知識の中には心理学以外
の領域も含まれるのでしょうか。
村瀬　もちろんです。例えば医学的な
知識がなければ，薬を服用している患
者さんの変調が，薬によるものなのか，
心理的な要因によるものなのか，それ
とも全く別の要因も絡まっているもの
なのか，的確にとらえることは難しく
なりますね。物事の性質を見誤らない
ためには，法律や医学といった近接領
域の知識も最低限は必要になるでしょ
う。
――多領域の知識を持っていれば，対
応できる問題も増えそうです。
村瀬　現代では，どの領域においても
問題が複雑になり，多次元の要素が絡
んでいるため，特定の領域の専門知識
や技能だけで対応できる問題が減って
います。しかし，異なる領域の知識を
身につけると言っても限界がありま
す。だからこそ，他の専門職の人たち

と協働して，チームで仕事をする必要
性が増しているのです。
――チームでの仕事と言えば，今回の
法律では医師との連携・協力ではな
く，医師からの「指示」を受けるとい
う文言が盛り込まれましたね。
村瀬　医師との関係性をめぐる問題に
ついては，かなり議論がなされました。
個人的な意見としては，「指示」とい
う言葉によって心理職のアイデンティ
ティーが損なわれるわけではないと思
っています。
　人が存在するのに一番大切なのは
“生命の安全”であって，心の働きや
社会活動は生命の上に成り立つもので
す。生命に対して責任を負うのは医学
ですよね。文言についての詳細な議論
は省きますが，心理職としての注意義
務を的確に果たす，これを常に念頭に
置くことが肝要だと思います。今重要
なのは，チームの一員として他職種の
方たちとどのように連携し，社会の要
請に応えていくかを考えることではな
いでしょうか。

オーケストラの一員として，
自分の役割を果たす

――では，多職種が協働していくため
には何が大切になりますか。
村瀬　まず，関連する専門職同士が互
いの仕事を尊重しあうことです。これ
だけ領域が分化して専門職も増える
と，自分の存在理由を確かにしたいと
いう思いが働くのも理解はできます。
しかしながら，それぞれが自分の見
解・主張にこだわり続けるだけでは，
現実の課題解決にとってはかばかしく
ありません。利用者のために本当に在
るべき支援の形を考えるのであれば，
“調和と協力”を意識すべきだという
ことが見えてくるはずです。協調を意
識した上で，専門的な知識と技能に基
づいた見立てと方法は堅持する。今後
はそうした専門職としてのかかわりが
求められるでしょう。
　比喩的に言うと，チームの中の専門
職の一員として人を支援することは，
オーケストラでシンフォニーを演奏し
ていくようなものかもしれません。
――オーケストラですか。
村瀬　オーケストラの中のそれぞれの
楽器に注目してみると，長い演奏時間
の中でほんの数小節しか演奏しない楽
器もありますよね。ですが，本当に力
のあるプロの演奏家は曲全体の譜（ス
コア）を読み，全体の進行を考えて自
分の担当パートを演奏できる。心理職
もそうあるべきだと思うのです。
――全体の中での役割を認識し，与え
られた役割をきちんと果たしていくこ
とが重要になるわけですね。
村瀬　はい。そしてもう一つは「共通
言語」を持つことです。自信がないと
つい専門用語で武装したくなります
が，質を保った上で，平易で公共性の
ある言葉を使うのは当たり前なようで
いて実は難しい。これは何気ないこと
のようですが大切な留意点だと考えて

摂食嚥下関連医療資源マップ
で連携の輪を広げる

戸原 玄　東京医科歯科大学大学院准教授・高齢者歯科学

　高齢者の摂食嚥下・栄養は近年注目
される分野であり，今，その支援体制
の整備が喫緊の課題となっている。高
齢者の摂食嚥下の問題，つまり「食べ
ること」の支援は，高齢化が進む本邦
においては専門的な取り組みを行う病
院だけが担うようなものではない。地
域に存在する医療・介護資源が連携
し，一体となって取り組んでいく必要
がある。しかし現状では，それらの資
源が有効につながっているとは言いが
たい。その理由の多くは，在宅や介護
施設の現場で摂食嚥下のリハビリを受
けることができることすら知られてい
ない，または知っていたとしても近隣
ではどこに依頼を出したらよいのかが
わからないといったことにある。
　こうした背景を踏まえ，2014年度
に厚労省で「高齢者の摂食嚥下・栄養
に関する地域包括的ケアについての研
究」 1）が発足し，活動を行った。同研
究班で全国調査を行い，高齢者の摂食
嚥下・栄養に関する問題に対応できる
医療機関を登録したウェブサイト「摂
食嚥下関連医療資源マップ」を作成し
た 2）。医療関係者に限らず介護関係者，
患者・家族など誰でも閲覧・検索する
ことができるかたちで，2015年 9月
10日に公開した。
　本ウェブサイト上に設けたツールの
特徴は，医療機関と提供するサービス
をリスト化することに留まらず，日本
地図上にマッピングしている点と言え
る。嚥下内視鏡検査，嚥下造影検査，
嚥下訓練といった医療・支援提供の可
否に加え，訪問診療の可否についても
記載し，訪問診療が可能な圏内（各拠
点から半径 16km以内）を円で囲んで
表示する機能を付け，同圏域の資源を
ひと目でわかるような工夫を施した。
摂食嚥下の問題でどこか依頼・紹介先
を探す必要がある場合には，同サイト
の情報を利用して提供できる施設を求
めたり，または患者・家族など一般の
方へ紹介したりといった形で利用して
いただければ幸いだ。
　同ウェブサイトを見ていただけると
一目瞭然なのが，日本は訪問の形態で

食べることの支援を受けられる地域ば
かりではないとよくわかる。無論，本
研究での調査は，悉皆調査を行ったも
のではない。現段階では 800件程度の
施設の登録があるが，まだ調査は十分
とは言えず，国内全ての施設をカバー
しきれているわけではない。本調査に
協力してもよいという摂食嚥下に対応
できる機関があれば，ぜひ登録をお願
いしたい。登録施設が増えていくこと
で，支援状況の実態を把握でき，医科
歯科連携，医療と介護の連携は深まり，
ひいては必要な支援を受けることので
きる患者が増えていくと期待している。

＊
　食べることへの支援は，多職種協働
が求められる分野だ。これは換言すれ
ば，「多職種の連携を考えやすい分野」
となるだろう。地域での連携を考える
上で，同サイトが示す資源の情報は“材
料”となるに違いない。われわれの研
究班では今後，地域での連携の手順を
まとめたガイドブックを作成し，同ウ
ェブサイトで公開する予定だ。将来的
にはそれを“設計図”として，材料と
セットにして地域連携の構築に活用し
ていただければと願っている。本研究
を通し，“食”を通じたネットワーク
作りに貢献し，地域包括ケア体制構築
の後押しをしていきたい。

います。専門とする領域を異にする人
たちが集まって共に仕事をしていくに
は，一定水準のレベルは維持しつつ，
正確かつ公共性のある表現を心掛ける
ことが大切だと思います。
――最後に医療職の方に向けたメッ
セージをお願いします。
村瀬　これまで，医療の領域で働いて
いる専門職の中で，心理職のみが国家
資格ではありませんでした。このたび，
ようやく国家資格化の願いが叶いまし
た。これを機に気持ちを新たに，社会

にとって真に役立つ存在であるよう，
さらなる質の向上に向けて研鑽に努め
る所存でおります。
――ありがとうございました。 （了）

註：日本工業規格（JIS；Japanese Industrial 

Standards）は日本の国家標準の一つで，工
業標準化法に基づき，経産省が認定する鉱工
業製品の統一規格。鉱工業製品の種類形式，
形状などさまざまな事項を全国的に統一し，
品質改善，生産効率の向上を図ることを目的
としており，規格に合格した製品には JIS

マークがつけられる。
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　がん（悪性新生物）は 1981年以降，
日本人の死因の第 1位である。年代別
にみると 40代以降の死因の中心とな
っており，40―50代の働き盛りで発
症する患者も珍しくない 1）。しかしな
がら，がん医療の進歩によって 5年生
存率は確実に改善し，がんに罹患して
も長期にわたって社会的な役割を担っ
て活躍できるようになっている。実際
に当院でも，仕事を持ちながら通院治
療を続けるがん患者は多くなった。
　ここで問題となるのが，がんの治療
と仕事の両立である。多額の治療費を
賄うという面から，さらに人生を充実
させるという面からも，就労はがん患
者，その家族にとって大事な問題だ。
しかし，化学療法のための通院は長期
間にわたるためにスケジュール調整が
難しく，がん患者は仕事の“中断”を
余儀なくされる。当院でも「依願退職」
という形をとって治療に専念すること
になった患者は多い。また，その“中
断”の影響は長く尾を引くもので，就
労可能な状態にまで回復したにもかか
わらず，再就職が困難となってしまう
患者も少なくない。
　2012年に公表されたがん対策推進
基本計画において，働く世代へのがん
対策の充実が重点課題として明記され
た。国や地方公共団体，企業などの関
係者が協力し，がん患者，その家族の
仕事と治療の両立を支援するように呼
び掛けられている。こうした社会背景
を踏まえ，当院では「がん患者が夜間
に化学療法を受けられる外来システ
ム」を構築することで，治療のスケジ
ュールに余裕を生み，ひいてはがん患
者および家族の就労を支援できるので
はないかと考え，2014年 1月より「夜
間化学療法」導入に至っている。本稿
では同システムの紹介と現状を示し，
利点や今後の課題について提示したい。

夜間化学療法の潜在的なニーズ

　当院で行う夜間化学療法とは，点滴，
内服のがん化学療法を，外来通院の形
で受けている患者を対象に夜間に行っ
ているものだ（扱うがん種は，消化器
がん，肺がん，腎がんなど当院診療科
があるもの）。上記のとおり，がん患
者が仕事を続けながら，外来で化学療
法を受けられるようにすることを目標
に据えた取り組みである。毎週金曜日
（最終受付時間 18時。事前予約制）に
行っており，2014年 1月から 2015年
9月までに，29人の患者に対して夜間
化学療法を実施した。「金曜日，半日
程度の仕事を行い，16―18時に来院
する」といった患者が多く，当初の狙

い通り，夜間化学療法を受けていた期
間は就労可能となったようだ。なお，
1日に治療を行う人数の平均は約 6人
（2015年 10月末時点）。点滴治療のレ
ジメンは限定・制限しているわけでは
ないが，21時前後に治療を終了する
患者が多い。
　開始に当たって行ったアンケートを
見ると，29人のうち 23人の「夜間化
学療法を開始した理由」（図 1）が，
患者本人からの就労後の治療希望か，
家族からの就労後の治療希望であっ
た。限られた人数を基にした考察だが，
就労支援としての夜間化学療法の潜在
的なニーズの高さをうかがわせるもの
ではなかろうか。なお，夜間化学療法
を導入したことがもたらした副次的な
利点としては，日中で行う外来での化
学療法と比較し，受付からミキシング
終了までの時間が短縮できたことが挙
げられる（表）。これは，検査室やミ
キシングを行う薬剤部の他業務が少な
い夜の時間帯であったからという理由
が大きい。患者の待ち時間の短縮につ
ながったという意味では，よい影響を
もたらしたと言えるだろう。

一部は“奉仕精神”に
頼らざるを得ない面も

　同システムについて他施設の方から
多く受ける質問が，「夜間化学療法を
導入していく過程で，院内スタッフか
らの反対の声はなかったのか」という
ものだ。実際のところ，当院では抵抗
なく受け入れられ，夜間化学療法を開
始することができた。そこには，当院
が「透析施設」として群馬県内で多く
の透析患者を受け入れ，夜間透析を日
常的に行ってきたという歴史的な経緯
も大いに影響していると考えている。
　もちろん，夜間化学療法を開始する
に当たっては問題もあった。一つ目は，
スタッフの勤務体制に関するものだ。
夜間化学療法にかかわるスタッフは医
師，薬剤師，看護師，医療事務だが，
問題となったのは治療開始から終了ま
でかかわらねばならない医師，看護師
の体制である。これに対し，医師は夜
間化学療法に携わる消化器外科医，呼

吸器内科医らが交代の当番制で，治療
が終了するまで院内に残るというルー
ルを適用した。また，看護師側は，日
勤看護師が 1―2人の体制で対応する
ようにしている。ここに至るまでも紆
余曲折あり，当初は治療の終了時間を
予測し，遅番勤務の看護師（基本
12―21時勤務）を配置するようにし
ていた。しかし，化学療法という事情
から体調・有害事象などで中止になる
患者もいる中で出勤が“無駄”になる
ケースもあり，遅番勤務の看護師で調
整する体制はすぐに改めたという経緯
がある。現在は，1―2人の日勤看護
師が治療終了時まで超過勤務すること
で対応している。こうした体制からわ
かるとおりだが，夜間化学療法はスタ
ッフの“奉仕精神”で補っている面が
大きいのは否めない。持続可能性とい
う点から，課題の部分である。
　二つ目の問題として挙がったのが，
夜間の急変対応時の体制整備だ。この
点は，化学療法センターと救急外来と
が連携し，急変時には救急外来に応援
を頼むという体制を整えている。現時
点で大きな問題は起こっていない。

「就労支援を行う医療機関」に
対する支援の充実を期待

　もう一つ，大きな問題として挙げた
いのは，就労支援としての夜間化学療
法に対し，現時点では国や地方自治体
などの支援が得られない状況にあるこ
とだ。夜間化学療法を行うことで発生
する人件費などの経費は少なくない
が，支援が受けられない以上，当院が
そこに掛かる費用を全て負担する他な
い。なお，これは当院の夜間化学療法
に限った話ではない。「就労支援を行
う医療機関」に対しての支援が，存在
していないのである。
　もちろん当院は今後もこの試みを継
続していくつもりだ。それは，現場で
出会う患者・家族から「仕事が続けら
れる」「仕事が落ち着く時間に治療に
連れていくことができる」などの声が
聞かれ，夜間化学療法による就労支援
という取り組みに手応えを感じている
からだ。しかし先述のとおり，スタッ

フの誠意で支えている現状があるの
で，持続可能性の観点から「厳しい体
制」という認識もある。したがって，
「他施設においても，就労支援として
の夜間化学療法が広まっていく」かど
うかを問われれば，「行政からの支援
が受けられない現状においては，残念
ながら限界もありそうだ」としか答え
られないだろう。
　世の声に耳を傾けると，今，社会で
行われる就労支援は，患者・家族，一
般市民にとっては「十分なものでない」
という。内閣府大臣官房政府広報室が
2014年に公表した世論調査から明ら
かなように，多くの人々が「仕事と治
療等の両立は困難である」と答えてい
るのだ（図 2） 2）。このような状況があ
る中で，就労支援に取り組む医療機関
を一つでも増やしていくという意味で
も，国の取り組みとして「就労支援を
行う医療機関」への支援が不可欠だろ
うと考える。働く世代へのがん対策の
充実を国の取り組みとして謳う以上，
こうした議論が深められていくことを
期待したい。

＊
　当院の就労支援のための夜間化学療
法は，仕事を持つ患者・家族に対して
一部の支えにすぎないだろう。しかし，
がん患者が長期にわたって社会的役割
を担って生きていけるようになった現
在，希望を持ち，経済的な不安の軽減
につなげる取り組みになっている感触
は得ている。ただ，われわれは夜間化
学療法の患者満足度調査をまだ行えて
いない。患者・家族の声から好評であ
るとうかがえるが，きちんとした評価
には客観的な調査結果が待たれる。今
後，調査を進め，患者，家族が望む就
労支援を叶えるためにより一層の努力
を行っていきたい。
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就労支援としての「夜間化学療法」の実践

●表　外来での化学療法にかかっ
た平均時間（日中・夜間比較）

●図 2　仕事と治療の両立を困難にする最大の要因（参
考 URL2を改編）
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アンケートでは，患者本人・家族か
らの「就労後の治療希望」という回
答が多くを占めた。

●図 1　  夜間化学療法開始理由
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　われわれは，2015年 9月 1―3日，
米国メリーランド州ベセスダにある米
国立衛生研究所（NIH）で開催された
Preventing overdiagnosis conference 2015

［過剰診断防止カンファレンス 2015，
主催：米国立癌研究所（NCI）および
英国オックスフォード大］に参加し，
研究発表をする機会を得ました。本稿
では，多数の医師や研究者が集結し白
熱の議論が行われたカンファレンスの
模様を報告します。

スクリーニングが
過剰な介入・治療となり得る

　患者に害となり得る過剰な診断――
「過剰診断」の問題が今世界中で話題
となっています。過剰診断は，①無症
状の人に対して不必要な診断が与えら
れたとき（不必要な診断によって不必
要な治療介入がなされる）や，②有症
状の人に診断（時に拡大解釈された診
断）が与えられたものの，その診断そ
のものが有用性よりも害をもたらすと
き，起こり得ます。
　過剰診断が生じる背景はさまざまあ
りますが，原因の一つとしてスクリー
ニング検査が挙げられます。もともと
スクリーニング検査は，疾病の早期発
見・早期介入を目的としたものです。
罹患率が高く，かつ重篤となる可能性
が高く，介入の有無によって予後が大
きく変わる疾病が対象であるほど，効
果を発揮します。しかし，スクリーニ
ング検査も万能ではなく，偽陽性によ
り不要な治療を施してしまう可能性も
あります。さらに，検査を行っても死
亡率が改善しないばかりか，総合的に
みると早期発見による早期介入が患者
の不利益となることもあり得ます。
　例えば，本邦で乳児検診の一つとし
て行われていた「神経芽細胞腫マスス
クリーニング検査」が 2004年に中止
されたことは記憶に新しいと思いま
す。この検査は，「生後 6ヶ月時に実
施する神経芽細胞腫検査事業は，事業
による死亡率減少効果の有無が明確で
ない一方，自然に退縮する例に対して
手術などの治療を行うなどの負担をか
けており，このまま継続することは難
しいと判断される」 1）ことから中止と
なりました。この他にも，PSA測定
による前立腺がん検診，乳がん検診に
おける非浸潤性乳管がん（DCIS）の
評価などで同様の問題が指摘されてい
ます。 

有害事象を上回る
アウトカム改善の
エビデンスが必要

　今回のカンファレンスで
は，Hyeong Sik Ahn教授（韓
国高麗大）による素晴らし
い講演がありました。「韓
国においては，エコー，
PET-CT，MRIなどの高度
医療機器が市中の医療機関
にくまなく設置されてお
り，がんの早期発見・早期
治療を目的とした国家的な
検診推進の結果，甲状腺が
んの診断件数が飛躍的に増
加した。しかし死亡率に変化は見られ
ず，逆に治療侵襲による合併症や治療
費の増大を認めた。すなわち，罹患率
上昇をもたらした検診は，死亡率低下
につながらなかった」という報告で
す 2）。過剰な検査が不利益につながっ
たことに言及しました。
　われわれが発表したのも，ルーチン
で行われがちな検査の有用性を検証し
た研究です。タイトルは “The need for 

routine pre-procedure coagulation screen-
ing tests for patients undergoing gastroin-
testinal endoscopy”。上下部内視鏡検査
前に行われている凝固検査の必要性に
ついて，上下部内視鏡検査を受けた
4998人の患者を対象に後ろ向き研究
を行いました。内視鏡検査前に PT-
INR，PTTの異常値が認められた患者
において，検査後の重大な出血合併症
（輸血，止血処置）との関連は認めら
れなかった結果をもとに，病歴と身体
所見から出血素因を疑い，かつその時
点で必要があるときのみ凝固検査を行
うべきであると提起しました。筆者が
勤務する横須賀米海軍病院では，腹腔
鏡下胆嚢摘出術などの外科的手術に際
しても，病歴，身体所見，家族歴など
で疑わしいものがなければ，PT-INR

を含む凝固検査や B型肝炎，C型肝
炎などの術前検査は行わない方針です。
　また，C. Keith Conners名誉教授（米
国デューク大）からは注意欠如・多動
症／注意欠如・多動性障害（ADHD）
の過剰診断・過剰治療が欧米諸国でも
大きな問題となっていることが報告さ
れました。ADHDは家庭・職場・学
校など 2つ以上の状況で，気が散りや
すい，過度にしゃべる，順番を待つの
が難しいなどの項目が複数個認められ
た場合に診断されます。しかし，これ

らの項目は小児であれば誰でも持ち得
る要素であり，観察者の主観的な要素
も含まれるため，正常と異常との区別
を明確につけることができず，拡大解
釈で診断されてしまうケースも少なく
ありません。ADHDを訴えるのは小
児自身ではなく，親などの周囲の人間
です。そして，医師としては来院した
小児に対して何も処置をしないという
判断を下すには勇気が要ります。患者
本人（小児）は困っていない場合であ
っても，周囲の人間の心情への配慮や，
医師としての安全・安心を取って介入
してしまい，過剰診断・過剰治療とな
っているというのです。
　これらの報告をもって，スクリーニ
ング検査をしなければよいということ
を訴えたいのではありません。必要な
のは，早期診断によるアウトカム改善
が有害事象を上回るという科学的エビ
デンス，すなわち有効性の根拠を持っ
て診療に臨むことです。その点，米国
予防医学作業部会（USPSTF）では，
各種スクリーニング検査のエビデンス
に沿った推奨度を Gradeごとに分類し
て表明しています（根拠を持って強く
勧められる Grade Aから，勧められな
い Grade Dまで）。もちろん，これを
そのまま本邦に当てはめることはでき
ません。しかし「Grade D」つまり，「ス
クリーニング検査は必ずしも有益だと
は限らない」という視点が存在するこ
とは注目に値します。

過剰診断とポリファーマシー
の問題に共通する背景

　カンファレンスでは，世界最先端の
ポリファーマシー対策についても議論
がありました。時として患者に害を生

じ得る「多剤併用状態」が起きる背景
としては，各診療科によって個別に診
断した疾患に対して，個別の治療介入
がなされていることが挙げられていま
す。さらに，ウイルス性上気道炎に対
する抗菌薬処方，不眠の根本原因を考
慮しない睡眠薬処方，原因の異なる浮
腫に対する利尿薬処方といった病態を
無視した投薬，逆に，疾患ごとのガイ
ドラインに準ずることに重きを置きす
ぎて高齢患者の包括的な評価による予
後判定を無視した投薬なども原因とし
て指摘されています。
　過剰診断とポリファーマシーの問題
には共通する背景があります。①長年
の習慣から検査・処方がルーチンとな
っていること，②ルーチンを止めたり，
患者・家族の要望に反したりするとト
ラブルが生じるのではないかという不
安が生じること，③検査が複数の部署
にまたがっていたり，複数の疾患があ
ることで複数の医師が処方していたり
と責任の所在が曖昧なこと，さらには，
④診療行為や処方の量的増大により増
収が図れてしまうという診療報酬体系
上の問題もあり，議論は一筋縄ではい
きません。
　これらの課題を解決するには，本邦
でもエビデンスに沿った推奨度を
USPSTFのように表明すること，その
ためのエビデンスを作り上げていくこ
とが必要です。これまでに集積された
膨大なデータを科学的に吟味し，有害
事象を防ぐためのエビデンスを打ち立
てていくことが今後のわれわれの責務
ではないかと思います。

●参考文献
1）神経芽細胞腫マススクリーニング検査の
あり方に関する検討会報告書．厚労省；
2003年 7月 30日．
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/08/s0814-
2.html

2）Ahn HS, et al. Korea’s thyroid-cancer “epi-
demic”――screening and overdiagnosis. N 

Engl J Med. 2014；371 （19）：1765-7. ［PMID: 

25372084］

●写真　NIHの前で。左から順に加藤氏，徳田氏，志水太
郎氏（東京城東病院），松本謙太郎氏（国立病院機構大阪
医療センター），岩本桃子氏（国立がん研究センター），
東尚弘氏（国立がん研究センター）。

寄　稿　

過剰診断を防ぐエビデンスの構築を
Preventing overdiagnosis conference 2015に参加して

加藤 幹朗 1），徳田 安春 2）
1）横須賀米海軍病院内科，2）地域医療機能推進機構本部顧問

●かとう・みきろう氏
2006年近畿大医学部卒。市立豊中病院での
初期・後期研修，水戸協同病院での総合内科
研修を経て，15年より現職。日本内科学会認
定内科医，臨床研修指導医。総合診療医とし
て各科の架け橋になるとともに，米国医療を
学び日本と海外との架け橋となるべく奮闘中。

●とくだ・やすはる氏
1988年琉球大医学部卒。沖縄県立中部病院
総合内科，聖路加国際病院／聖ルカ・ライフ
サイエンス研究所臨床疫学センター，水戸協
同病院を経て，2014年より現職。ハーバー
ド大 MPH，医学博士，日本内科学会認定総
合内科専門医，日本プライマリ・ケア連合学
会理事，FACP。Choosing Wisely日本代表。
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今回のテーマ

患者や医療者の FAQ（Frequently Asked 
Questions；頻繁に尋ねられる質問）に，
その領域のエキスパートが答えます。

今回の
回答者 水谷 佳敬

国立病院機構長崎医療センター産婦人科

Profi le／2006年東邦大医学部卒。亀田総合病院・亀田
ファミリークリニック館山で家庭医後期研修，12年よ
り現職。日本プライマリ・ケア連合学会や民間医局ア
カデミーなどで，プライマリ・ケア医向けの女性診療
をテーマとした講演多数。家庭医療専門医・指導医，
産婦人科専門医。

一般外来での
妊娠期・授乳期の患者の診方

2015年11月30日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3152号　　（5）

　妊娠・出産・授乳は，極めて日常的な
ことであるものの，診療環境によっては
これらを扱う機会に乏しい現状がありま
す。そのために，患者の隠れたニーズに
気が付くことができなかったり，ニーズ
をつかめてもそれに対応するための知
識・情報リソース（気軽に相談できる人，
参考資料）を持ち合わせていなかったり
することも多いのではないでしょうか。
今回は診療科によらず，一人の“ヘルス
ケアプロバイダー”として押さえておき
たい内容を復習しましょう。

FAQ

1
妊娠中の投薬の基本的な考え方は
どうあるべきでしょうか。これか
らの季節，インフルエンザにどの

ように介入すべきかも気になります。
　まず，薬剤投与の影響の有無とその
度合いは，妊娠の時期によって異なり
ます。特に注意が必要なのが妊娠初期
（13週頃まで）で，この期間は流産・
奇形の恐れがあることを念頭に置い
て，投薬の是非を検討しなければなり
ません。大雑把には，「妊娠 4―12週
に使用する薬剤は特に配慮が必要」と
考えておくとよいと思います。という
のも，妊娠検査が陽性となるのは妊娠
4週頃（次の月経予定前後）ですが，
それ未満の時期であれば，薬剤投与の
奇形への影響は少ないとされているこ
と（流産の原因となることはある），
さらに，妊娠 13週以降はすでに重要
臓器の器官形成が済んでいるため，大
奇形の恐れがないことが理由に挙げら
れます（大量のステロイドによって性
器の異常を来し得るなど，全ての奇形
がないわけではないのですが）。
　ただ，一般内科では妊娠週数が明ら
かでない患者が訪れることも往々にし
てあるものです。したがって，女性患
者を診る際には常に妊娠の可能性を念
頭に置くことが重要なのだと考えま
す。診察中に無月経やつわり症状など
が疑われれば，必要に応じて妊娠反応
検査（自費）を施行してください。
　なお，明らかな催奇形性が証明され
ている薬剤はごく一部で，ワルファリ
ンやメトトレキサートなどが挙げられ
ます。妊娠中期以降でも NSAIDsなど
胎児障害の原因となる薬剤もあります
し，他の薬剤も安全性が証明されてい
るわけではないですから，「必要性に
乏しい薬剤であれば処方を控える」と
いう姿勢が望ましいです。例えば，妊
娠初期の方の風邪を診る際にも，安全
性が比較的高いとされているアセトア
ミノフェンのみで経過を見るといった

対応が推奨されます 1）。
　これからの季節，一般外来ではイン
フルエンザの予防・治療を求める患者
も増えてきますよね。妊婦は重症化の
ハイリスク群であるため，妊娠週数を
問わず，ワクチンによる予防接種・抗
インフルエンザ薬による積極的治療が
推奨されています 2）。2014年には日本
産科婦人科学会から，ラニナミビル（イ
ナビル ®）も妊娠中に比較的安全に使
用できる薬剤であるという声明も出て
いるので 3），安全性の高いとされる薬
剤を処方するようにしてください。
  Answer…女性患者に対する薬剤
処方時は，常に妊娠の可能性を考慮する。
その上で，妊娠初期は必要性に乏しい処
方（「念のため」「一応」といった処方）
は禁止，逆に必要であれば過度に恐れず
に処方を。情報リソース（後述）を用い
ながら，必要性・安全性の高い薬剤処方
を心掛ける。

FAQ

2
授乳中の投薬ってダメなのでしょ
うか。授乳中の患者に対する薬剤
処方に気後れがあります。

　添付文書を見ると，ほぼ全ての薬剤
が「内服下での授乳を勧めない」とい
う記載になっていると思います。その
ため，「授乳中断とするか，または内
服を見合わせるべきか」と悩む場合も
あるのではないでしょうか。しかし，
母乳育児のメリットの大きさを踏まえ
ると，「薬剤を投与しながら，授乳を
継続する方法」を第一選択に考えたい
ところです。なぜなら母乳育児は，児
の感染症の予防や将来的な糖尿病の発
症抑制に有効であることや，母体にと
っても糖尿病や乳がん・卵巣がんの発
症抑制効果があることが研究から明ら
かになっています 4）。さらに，WHO

は生後 6か月までの完全母乳栄養を推
奨しており，2歳まで授乳継続のメリ
ットがあると報告しているのです 5）。
　もちろん，だからといって薬剤が母
乳へ与える影響を無視できるわけでは
ありません。一般的に，母体に投与さ
れた薬剤の一部は，血中に取り込まれ
て乳汁中に分泌されています。多くの
薬剤は乳汁への分泌がごく少量であっ
たり，児の消化管からの吸収も乏しか
ったりと，臨床的には問題ないものが
大多数です。しかしながら，授乳中の
投薬に関する安全性の報告のほとんど
がケース報告に留まっている点に注意
しなければなりません。発生頻度の低
い事象，未知なる副作用が潜んでいる
恐れもあるわけです。したがって，妊
娠中の患者に対するのと同様，必要性
の乏しい投薬は見合わせる態度が望ま
しいと言えます。

　薬剤選択時の原則は，母乳／血漿比
（M/P：milk／plasma ratio）の情報に関
する記載があれば確認し，情報リソー
スを用いながら，乳汁中の濃度が母体
血漿よりも低いもの（M／P<1.0）を選
ぶということです 6）。また，処方時，患
者にいくつかの工夫をお願いすること
も必要です。例えば，内服と次の授乳
までの間隔を空けてもらう，夜に授乳
し，児を寝かしつけてから内服しても
らうといった方法が推奨されるでしょ
う（なお，夜泣き時の授乳を止めるよ
うにお願いする必要まではありません）。
  Answer…母乳育児のメリットの
大きさから，授乳を継続しながら薬剤を
投与できる方法を検討する。ただ，その
場合は，母乳／血漿比などに注目して薬
剤を選択し，内服時の工夫も併わせて考
えてみる必要あり。

FAQ

3
妊娠中の放射線検査やMRI は何
か悪影響を与えるのでしょうか？　
また，造影剤を妊婦や授乳期の患

者に対して使用しても大丈夫ですか？
　日常的な放射線検査の線量は，骨盤
部 CT検査であっても，1回では胎児
へ影響を及ぼすほどの線量（50　mGy）
には届きません。確率的影響の観点か
ら児の発がん性が話題に上りますが，
個人レベルでは無視できるほどの数値
とされています。以上のことから，必
要性の高い検査であれば，妊娠初期で
あろうと「検査を行わない」ことの理
由にはなり得ません 7）。女性・妊婦の
急性腹症などで放射線検査の必要性が
高いならば，インフォームド・コンセ
ントの上，施行可能と考えて構いませ
ん。検査時に用いる造影剤も，必要性
が高ければ使用してもよいでしょう
（妊娠中の薬剤投与と同様，必要性に
乏しければ控えてください）。一方，
MRIは被曝を伴わないものですし，
基本的に問題はありません。ただ，妊
娠初期の胎児への安全性は確立されて
おらず，妊娠初期（おおむね 14週未満）
は避けるのが一般的となっています 8）。
　なお，授乳期にある患者に対する造
影剤については，ヨード造影剤・ガド
リニウム造影剤のいずれも，乳汁中へ
わずかに分泌を認めることがわかって
います。そのため添付文書上では，授
乳中の患者に対しては，CT造影剤静
注後は 48時間程度，MRI造影剤静注
後は 24時間程度の授乳間隔を空ける
よう推奨されています。ただ一方では，
児の消化管からの吸収に乏しく，妥当

性の高い明らかな有害事象の報告も少
ないことから，授乳制限を設けなくて
よいという方針を推奨する報告も存在
しています 9）。検査前に授乳継続の希
望を確認し，患者と相談して，方針を
決めていくことが望ましいでしょう。
  Answer…放射線検査は必要性が
高ければ実施してOK。MRI は妊娠 14
週以降から実施可能。授乳中の患者への
造影剤は患者と相談の上，方針を決める。

もう
一言

妊娠初期の投薬・画像検査は，
比較的安全である場合がほとん
どと言えます。しかし，流産や

胎児奇形が指摘された場合，薬剤処方・
検査施行を行った医師に対する，患者・
家族の心象が悪くなってしまうもので
す。自然経過であっても，流産は 15％
前後，何らかの奇形も 3―5％に認めら
れているという事実を，インフォーム
ド・コンセントの中で伝達しておく必
要があります。最近はウェブサイト上
やスマートフォンアプリで，妊娠・授
乳中の投薬に関する信頼性の高い情報
リソースにアクセスしやすくなってい
ますので，参考文献・URLの他，表に
挙げたものも積極的に日常診療に取り
込まれることをお勧めします。

参考文献・URL
1）Am Fam Physician．2014［PMID：25369643］
2）Obstet Gynecol Clin North Am．2014［PMID：
25454989］
3）Pharmacoepidemiol Drug Saf．2014［PMID：
25074683］
4）Rev Obstet Gynecol．2009［PMID：20111658］
5）Adv Exp Med Biol．2004［PMID：15384567］
6）N Engl J Med．2000［PMID：10891521］
7）Am Fam Physician．2010［PMID：20822083］
8）UCSF Department of Radiology & Biomedical Im-

aging．CT and MR Pregnancy Guidelines.

http://www.radiology.ucsf.edu/patient-care/patient-

safety/ct-mri-pregnancy

9）American College of Radiology Committee on 

Drugs and Contrast Media. Administration of contrast 

media to women who are breast-feeding. ACR manual 

on contrast media. 2015;Version 10.1:99-100．
http://www.acr.org/~/media/37D84428BF1D4E1B9A3

A2918DA9E27A3.pdf

● 伊藤真也，他編．薬物治療コンサルテーショ
ン――妊娠と授乳（第 2版）．南山堂；2014．
● 日本産科婦人科学会，日本産婦人科医会．
産婦人科診療ガイドライン――産科編 2014．
http://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_sanka_

2014.pdf

● 愛知県薬剤師会　妊婦・授乳婦医薬品適正
使用推進研究班．「妊娠・授乳と薬」対応基本
手引き（改訂 2版）；2012．
http://www.apha.jp/archives/002/ninpu/tebiki.pdf

● Lactmed. U.S. National Library of Medicine　;
　NIH.　※スマートフォン用アプリもあり
http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm

●表　参考になる資料・ツール
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医療の質向上に
大きく寄与する一冊

的確な指導に必要な知識を
わかりやすく解説

感染症疫学ハンドブック
谷口 清州●監修
吉田 眞紀子，堀 成美●編

A5・頁320

定価：本体3,400円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02073-2

評 者  岡部 信彦
 川崎市健康安全研究所長／
 元・国立感染症研究所感染症情報センター長

　感染症疫学とは，文字通り感染症を
対象として，その感染症が「1）普通
ではない状況にあるとき」「2）予想外
の問題が発生しているとき」「3）社会
的にインパクトがあり
公衆衛生的対策が必要
なとき」「4）迅速な対
応が求められるとき」
などに，担当者が“発
生現場で”その原因を
追究し（犯人の特定と
は異なる），再発防止
策を提言するために駆
使する疫学です。これ
はすなわち，実地現場
での疫学――Fieldでの
Epidemiologyである，
と言えます。
　近年エボラ出血熱，
MERSなどが国内外で
大きな話題となりまし
たが，そのような場面
ではもちろん患者の診断と治療がまず
重要です。診断と治療は医療の担当で
すが，その拡大の防止，そして火を消
し，再発防止のための方策を考えるこ
とが，実地疫学の担当になります。
　かつて腸管出血性大腸菌感染症
O157の大規模な広域集団発生があっ
たとき（1996年），わが国には実地疫
学を担当する専門家はおらず，当時の
調査対策に当たった人々はほぞをかむ
思いでした。この出来事を大きなきっ
かけとして 1999年に伝染病予防法に
代わって，感染症の発生を予防し，及
びそのまん延の防止を図り，もって公
衆衛生の向上及び増進を図ることを最
大の目的とした感染症法が施行されま
した。同時に新たに発足した国立感染

症研究所感染症情報センターでは，感
染症のアウトブレイクに対応するため
の実地疫学者を育てる FETP-J（Field 

Epidemiology Training Program, Japan）
をスタートさせまし
た。本書『感染症疫学
ハンドブック』の監修
者である谷口清州氏は
その FETP-Jを立ち上
げから担当した一人で
あり，編集の吉田眞紀
子氏，堀成美氏および
各項目の執筆担当者
は，皆 FETP-J修了生
です。FETP-Jは医師
が多数ですが，臨床検
査技師，薬剤師，看護
師，獣医師など職種は
さまざまです。
　それぞれが自分たち
の経験を伝え，明日の
日本の実地疫学を育て

ようと思って作り出したのが本書で，
その思いがあちこちに詰まっていま
す。総論を書いて下さった John Ko-
bayashi氏は実地疫学専門家として国
際的によく知られている方で，長く
FETP-Jの指導に当たられ，感染症疫
学そして Field Epidemiologyはどうい
うものかを私たちにたたき込んでくれ
ました。本書の帯には「『予見可能だ
ったのではないか』『初動は適切だっ
たか』――感染症アウトブレイク発生
時のデータの集め方，解釈の仕方，伝
え方を学んで，効果的な対策につなげ
るための実践書」とあります。職種を
問わず「感染症を何とかしたい」とい
う思いを持っている方，ぜひ本書をご
一読ください。

乳幼児健診マニュアル　第5版
福岡地区小児科医会 乳幼児保健委員会●編

B5・頁160

定価：本体3,200円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02158-6

評 者  五十嵐 隆
 国立成育医療研究センター理事長

　小児科医は子どもの総合医です。小
児科医を長年やってきて，他の診療科
の医師，とりわけ内科医と比べると，
小児科医は臓器別では
なく子どもに関する全
ての問題に対応しよう
とする姿勢が鮮明に記
憶に残っています。では，他の診療科
の医師にはできない小児科の究極の専
門性はどこにあるのでしょうか？
　子どもの感染症への予防・対応と発
達への評価・対応の 2つの点に，小児
科医の独自性が強く表れると私は考え
ます。
　子どもの感染症への予防・対応の点
で，大きな変化が生じています。これ
まで先進諸国に比べてずいぶんと遅れ
ていたわが国の予防接種体制も，近年
少しずつ改善されてきました。その結
果，わが国の子どもの疾病構造に極め
て大きな変化が生じています。b型イ
ンフルエンザ桿菌による細菌性髄膜

炎，敗血症，中耳炎，股関節炎などが
激減し，ロタウイルスが原因となる下
痢嘔吐症による入院治療が必要な脱水

症患者も減少していま
す。小児に比較的多く
見られる感染症への対
策においては，発症前

の予防や重症化の軽減のほうが発症後
の治療よりも有効であることが証明さ
れつつあります。
　一方，子どものこころと体の発達を
適切に評価し，問題点を探し出して的
確に対応し，子どもの発達に関する養
育者の不安にも適切に対応することは
小児科医としての基本で，小児科医に
しかできない仕事です。これまでに子
どもの発達評価を含めた健診について
さまざまな解説書が出されてきました
が，日本小児科学会として乳幼児健診
の仕方を標準化するには至っていませ
んでした。そのため，日本小児科学会
は日本小児科医会や日本小児保健協

診療情報学　第2版
日本診療情報管理学会●編

B5・頁488

定価：本体8,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02397-9

評 者  髙久 史麿
 日本医学会会長

　2005年 4月に施行された個人情報
保護法によって，患者の個人情報は原
則として患者自身に帰属するものであ
ることが明示された。
一方，病院医療の現場
では，チーム医療の推
進のために，診療に関
する情報の一元化と共有化が強く求め
られるようになった。そのような状況
下にあって個人情報をどのように保護
するかが大きな課題となった。
　このような問題への対応として，
2010年 9月に，日本診療情報管理学
会の編集による『診療情報学』が医学
書院から刊行された。
　本書は，わが国の診療情報分野の専
門家，実務の担当者によって編集・執
筆された，診療情報に関して医療の現
場が直面する諸問題をまとめたわが国
初の大著であり，医療の管理者から現
場の従事者に至る，全ての医療関係者
にとって必読の本となった。その意味
で本書はわが国の医療の質の向上に大
きく寄与したと言っても過言ではない
であろう。
　本書の初版は，発売 2年目の 2012

年 3月に第 2刷となっており，このこ
とも本書がいかに医療の現場で広く利
用されてきたかを示す事実と言えよう。
　しかし，本書の初版が刊行された
2010年から 2015年の 5年間に，診療
情報をめぐる環境は大きく変化した。
その例としてレセプトの電算化，急速
な電子カルテの普及，DPCデータやナ

ショナルデータベースの活用など，診
療情報の IT化の動きの加速が挙げら
れる。さらに ICD-11改訂，災害時診

療記録の在り方など，
診療情報の内容に関し
てもさまざまな新しい
動きがみられている。

　また，地域包括ケアシステムの導入
によって，診療情報の取り扱いには，
より一層慎重な対応が求められるよう
になっている。
　このような状況の変化を受けて，日
本診療情報管理学会は，本書の第 2版
を刊行することとなった。第 2版は初
版と同様に，I．診療情報学総論，II．診
療情報の価値を高めるためのシステム
と評価（診療情報学と応用），III．診療
記録の種類と記載法，の 3部によって
構成されており，上記に例示した診療
情報をめぐる最近の環境の変化に対応
した新しい概念，知識，技術が診療情
報の専門家によってわかりやすく，か
つ詳細に記述されており，初版と同様
に医療従事者にとって必読の書となっ
ている。
　初版と同様に，第 2版がわが国の医
療情報のハンドブックとして医療の現
場で広く利用されることによって，医
療の質の向上に大きく寄与することを
強く期待している。第 2版を編集され
た日本診療情報管理学会，特に学会員
をはじめとする執筆者の方々に心から
の敬意を表して本書の書評の締めくく
りとしたい。

↗

書 評 　 新 刊 案 内

「明日の日本の実地疫学を
育てる」思いから生まれた

実践書
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クリニックで診る摂食障害
切池 信夫●著

A5・頁256

定価：本体3,400円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02166-1

評 者  久保 千春
 九大総長／日本心身医学会理事長

　著者は阪市大で摂食障害の診療・教
育・研究に長く携わってこられてい
る。また，日本摂食障害学会設立に尽
力され，活動を推進されてきた。
　摂食障害は本人の生
き方，成長過程，家族
や周囲との関係などが
関係しており，治療に
は医師，看護師，臨床
心理士などとのチーム
医療や，家族・周囲の
対応が重要である。治
療に難渋することがあ
り，医療採算が低いた
め，専門とする施設や
治療者は少ない。
　本書はその豊富な臨
床経験と知識に基づい
て，外来診療を中心に
して摂食障害患者を診
る方法について平易で
わかりやすく，かつ内
容が充実しており，日常診療に役立つ
大変有益な本である。
　本書は 9章から成っており，付録と
して病気について一般の人にわかりや
すく説明する文章が付いている。
　第 1章「治療を始めるにあたって」
では，面接の一般的心得について「5

つの上手」が記載されているが，これ
は一般診療の面接においても重要な指
摘である。
　第 2章「初診時の診察」では，面接
の仕方，病歴聴取や診察のポイント，
行動異常や問題行動調査票などが具体
的に書かれており大変役立つ。
　第 3章「外来治療」では，入院治療
が必要な場合，外来治療の適応，各科
の治療と連携，望ましい治療のネット
ワークが書かれている。
　第 4章「動機づけの程度に応じた治
療」では，患者の治療への動機づけの
程度に応じた治療への導入が具体的に
書かれている。
　第 5章「さまざまな病態に対する治

療と問題行動への対処法」では，著し
い低体重，厳しい食事制限，体重や体
型への強いこだわり，過食を止める方
法，気分と関連した食行動異常，嘔吐

や下剤乱用，身体症状，
精神症状などの摂食障
害診療で出合う問題に
対する治療が記載され
ている。
　第 6章「病気の持続
に影響している要因へ
の対処法」では，失感
情症，病的な完全主義，
低い自尊心，認知の歪
みなどの摂食障害によ
く見られる精神的な問
題と対処についてわか
りやすく書かれてい
る。さらに，ストレス，
対人関係，やりたいこ
とが見つからない，生
きる希望を見いだせな

い，などへの対処法についても述べら
れている。
　第 7章「さまざまなケースの治療法」
は著者の豊富な臨床経験の中から 14

症例を提示して，臨床特徴や治療のポ
イントが具体的に記載されており，大
変参考になる。
　第 8章「摂食障害が治った状態」で
は，摂食障害の回復した状態，再発を
予防する方法，経過と予後について記
載されている。
　第 9章「家族への助言や指導」では，
家族へのアドバイス，友達，担任の先
生，養護教諭，スポーツのコーチ，職
場関係の人などに対する支援の仕方に
ついて説明されている。
　本書は摂食障害全体を理解でき，治
療や支援を行う際に大きな指針となる
本であり，摂食障害診療に携わる医師
だけでなく，家族や患者にかかわる
人々にぜひ読んでいただきたい本であ
る。

会と協力して，2年ほど前から乳幼
児健診の標準化をめざした合同委員会
を立ち上げ，年 2回の頻度で乳幼児健
診に関する講習会を日本各地で開催し
ています。
　このたび，福岡地区小児科医会乳幼
児保健委員会が『乳幼児健診マニュア
ル 第 5版』を刊行されました。すで
に 30年ほど前に作成された『乳児健
診マニュアル』を定期的に改訂された
集大成がこの第 5版です。
　本書では乳幼児健診を担当する医療
関係者の心構えが初めに記載され，健
診の手順や月齢別の健診の仕方が大変
わかりやすく解説されています。
　乳幼児健診では，明らかになった子
どもの健康問題に，これからどのよう

に対応していくのかを親御さんに説明
することが最も重要です。さらに，親
御さんの不安を取り除くことも大切で
す。的確で温かな思いやりにあふれた
指導をするために必要な小児保健と小
児医療の知識が，育児相談・育児支援
の項目で具体的でわかりやすく記載さ
れていることが本書の最大の特徴で
す。さらに，最近増えている発達障害
が疑われる子どものみかたと対応につ
いても，とても丁寧に記載されていま
す。
　本書は乳幼児健診を担当する医療関
係者に参考になる本であり，多くの医
療関係者に健診の場で大いに利用して
いただきたいと思います。

↘

摂食障害の全体像を
イメージして

治療・支援に取り組める書籍

完全腹腔鏡下胃切除術 エキスパートに学ぶ
体腔内再建法［DVD付］
永井 英司●編

B5・頁216

定価：本体12,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02103-6

評 者  二宮 基樹
 広島市立広島市民病院外科部長／副院長

代表的な体腔内再建法の
ポイントを解説

　各手技の肝となる重要なポイントで
は，多くの鮮明な写真や美しい図によ
る解説があり理解を容易にしているこ

とも特徴の一つである。
　さらに，理解を深く
確実なものにするため
に DVDも添付されて

おり，手技の実際を映像で学ぶことが
できる。
　本書を一読すれば，本邦の現時点に
おける完全腹腔鏡下胃切除術に伴う体
腔内再建法を把握することができ，読
者にとってより魅力的と思われる手技
を個々に選択することができる。
　本書の格式をさらに高くしているの
は総論である。Billrothの I，II法から
Roux-en-Y吻合等の吻合法に加えて，
リニアおよびサーキュラーステイプ
ラーの歴史的変遷を興味深い多くの資
料を図示しながら解説してあり，外科
医の基礎知識として極めて有用であ
る。
　また，近年進化の著しい手縫い吻合，
縫合法の基本と実際も理論的実践的に
詳述してある。体腔内再建を安全に行
うためには手縫い縫合の技術習得は必
須であり，今後その重要性はますます
高まっていくものと思われる。基礎知
識の理解が習熟度を上げるのに効果的
と思われる。
　本書は，体腔内再建法を学びたい，
あるいは理解したい外科医にお薦めし
たい良書である。

　胃癌手術は郭清と再建から成る。郭
清が不十分であれば長期予後を悪くす
るし，再建法が誤っていれば短期予後
を悪くし時に致死的と
もなり得る。
　胃癌手術の最初の成
功者が Billrothとされ
ているのも，再建に成功し患者が術後
状態から回復し経口摂取ができるよう
になり，日常生活に復帰し得たからで
ある。
　胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術は，
当初技術的にリンパ節郭清が難点とさ
れていた。しかし，先達の粘り強い努
力と工夫により，その技術水準はかつ
ての開腹手術を凌ぐ水準にまで至った。
　現在，残された課題は再建である。
そして，急速に完全腹腔鏡下胃切除術
の波が押し寄せてきた近年，それに対
応した再建法が開発され工夫されてき
た。
　本書は，本邦のリーダー的外科医が
執筆しており，これまで報告されてき
た代表的な体腔内再建法を取り上げて
いる。
　各再建法は 1．手技の実際，2．手技
の利点・欠点あるいはポイント，3．エ
キスパートからのアドバイスという 3

項目から成っている。各再建法の開発
者が要点と盲点をわかりやすく紹介し
ているが，説明の文章は手術室での会
話のように，簡潔かつ極めて実践的で
臨場感に富んでいる。

　第 23回総合リハビリテーション賞の授賞式が 9月 29日，医学
書院（東京都文京区）にて行われた。今回は，田中創氏（名古屋
市総合リハビリテーションセンター作業療法科）他「高次脳機能
障害者の自動車運転における行動特徴と機能特性」［総合リハビリ
テーション．2014；42（5）：455-62．］が受賞した。 

　本賞は，『総合リハビリテーション』誌編集顧問の上田敏氏が東
大を退官する折（1993年）に金原一郎記念医学医療振興財団に寄
付された基金を原資として発足。今回は，2014年発行の『総合リ
ハビリテーション』誌に掲載された投稿論文36編を選考対象とし，
最も優れた論文に贈られた。 

　田中氏らの論文は，医師より自動車運転検査の指示が出された高次脳機能障害患者 23

人と年齢・性別をマッチングさせた健常者 23人を対象として，Trail Making Test，棒反応
時間測定，体幹・下肢運動反応検査，ドライビングシミュレーターによる運動行動評価
を行ったもの。高次脳機能障害者の運転適性を考える上では，配分性注意と情報処理速
度に焦点を当てた機能評価と，複雑な状況判断が求められる運転行動評価を組み合わせ
ることが有用であると考察した。
　『総合リハビリテーション』誌編集委員を代表して橋本圭司氏（国立成育医療研究セン
ター）は，「高次脳機能障害者の自動車運転評価は，時代のニーズにマッチしたもの。結
果・考察ともに明解な本論文は，今後この分野の貴重な資料となるであろう」と講評した。
受賞のあいさつに立った田中氏は，「現在試行錯誤しながら高次脳機能障害者の自動車運
転に対応している医療機関や，公安委員会，自動車教習所の方々に，今回の研究結果を
役立てていただきたい。次は，自動車教習所と連携して，実車での研究を目標としたい」
と今後の抱負を語った。 

　『総合リハビリテーション』誌では本年も，掲載された投稿論文から第 24回総合リハ
ビリテーション賞を選定する。詳細については，『総合リハビリテーション』誌投稿規定
（http://www.igaku-shoin.co.jp/misc/sogoriha_award.html）を参照されたい。

第 23 回総合リハビリテーション賞決定

●田中創氏
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